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措置法26条を適用する場合必ず記入 「番号」を「８」とし、保険診療分所得を記入

「※」の「個人番号」欄は記載しなくても受理される

2022年 定例 無料個別相談会（法律・税務・雇用）
法律法律

第１月曜日第１月曜日
税務税務

第３水曜日第３水曜日
雇用雇用

第３木曜日第３木曜日
担当弁護士担当弁護士 担当税理士担当税理士 担当社労士担当社労士

2022年２月 ７日７日 西　　晃 16日16日 佐飛　淳一 17日17日 堀口　正二
３月 ７日７日 西　　晃 ―― ― 17日17日 桂　好志郎
４月 ４日４日 西　　晃 20日20日 林　　　明 21日21日 堀口　正二
５月 ９日９日 西　　晃 18日18日 井川　博幸 19日19日 桂　好志郎
６月 ６日６日 西　　晃 15日15日 西村　博史 16日16日 堀口　正二
７月 ４日４日 西　　晃 20日20日 上野　精一 21日21日 桂　好志郎
８月 ―― ― 17日17日 竹内　克謹 18日18日 堀口　正二
９月 ５日５日 西　　晃 21日21日 山本佐代子 15日15日 桂　好志郎
10月 ３日３日 西　　晃 19日19日 西川　昌幸 20日20日 堀口　正二
11月 ７日７日 西　　晃 16日16日 中谷　光之 17日17日 桂　好志郎
12月 ５日５日 西　　晃 21日21日 清家　　裕 15日15日 堀口　正二

2023年１月 ―― ― 18日18日 疋田　英司 19日19日 桂　好志郎
２月 ６日６日 西　　晃 15日15日 西村　博史 16日16日 堀口　正二

※ 申込〆切：原則、各相談日の１週間前です。定例日が祝祭日の場合は、相談日が
翌週等に変更になります。

※ ご予約の申込がない場合は中止いたします。当日は担当者は来館しません。
※ 相談日１日あたりの予約定員がありますので、満員の際はお断りすることがあり
ます。ご了承ください。

※ 定例日以外に緊急のご相談を希望される場合は、原則、有料となります。

テーマ　確定申告のポイント－税制の改正点と医業税制
日　時　２月23日（水・祝）午前10時30分～午後12時30分
会　場　Ｍ＆Ｄホール
講　師　山本佐代子税理士（協会税理士団）
会　費　無料　　　　　定員　50人
※ 本号同封の『保険医の経営と税務（2022年版）』をご持参ください。

確定申告対策直前セミナー歯科・医科協会共催

　確定申告書・決算書や収支内訳書などの申告前の事前チェック、申告
書関連書類の記入上のアドバイス等を税理士が個別相談形式でいたしま
す。完全事前予約制です。必ずお電話でお申込みください。
日　時　２月28日（月）～３月12日（土）10時～17時（日曜日を除く）
　　　　①10時～12時　②13時～15時　③15時～17時
会　場　保険医会館３階
担　当　協会医業税理士団・税理士
費　用　 原則２万円
　　　　（医業以外の所得や複数人分のご相談は別途要費用）
※ １人２時間の事前予約制です。お申し込みは経税部まで。
※ 新型コロナ関連助成金・支援金等の確定通知書をご持参ください。
※ 医業以外の所得（譲渡等）がある場合は、予約時に必ずお申し出くだ
さい。

確定申告　個別相談会

事業復活支援金 1/31～申請受付　新型コロナ対応・新設補助金
【給付対象】新型コロナの影響を受け、対象月の売上が基準期間の同月と比べて①50％以上または②30％以上50％未満減少している
【給 付 額】基準期間の売上 － 対象月の売上×５（※基準期間と対象月についてはホームページをご確認ください）
　　　　　　給付上限（個人事業主の場合）：上記①…最大50万円、上記②…最大30万円
【申請期間】１月31日（月）～５月31日（火）
【申請方法】ウェブ申請フォームから　※登録確認機関（税理士等）による事前確認が必要


